
�

No.26経済広報センターポケット・エディション・シリーズ�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

経団連�
会館�

�
日経�
新聞�

読売新聞�

逓信�
博物館�

丸の内線�
大手町駅�

東西線�
大手町駅�

千代田線�
大手町駅�

都営三田線�
大手町駅�

丸の内線�
東京駅�

JR�
東京駅�

NTT

（財）経済広報センター�

KDDI

大手町ビル�★�

半蔵門線�
大手町駅�

★�UFJ銀行�

�

�日本経済新聞論説主幹�
�小島　明　�



　　　　経済広報センター　 
ポケット・エディション・シリーズ 

　　　　経済広報センター　 
ポケット・エディション・シリーズ 

21

小
島
　
明
　
こ
じ
ま
あ
き
ら 

日
本
経
済
新
聞
社
常
務
取
締
役
論
説
主
幹 

一
九
四
二
年
　
神
奈
川
県
生
ま
れ
。 

早
稲
田
大
学
　
政
治
経
済
学
部
経
済
学
科
卒

業
。 一

九
六
五
年
　
日
本
経
済
新
聞
入
社
後
、

経
済
部
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
特
派
員
・
支
局
長
、
八
二
年
経
済
部
編
集
委

員
兼
論
説
委
員
、
九
二
年
編
集
局
次
長
兼
国
際
第
一
部
長
、
九
四
年
論

説
副
主
幹
・
二
〇
〇
〇
年
よ
り
現
職
。 

一
九
七
七
年
新
聞
協
会
賞
、
八
八
年
ヴ
ォ
ー
ン
・
上
田
記
念
国
際
記

者
賞
、
八
九
年
日
本
記
者
ク
ラ
ブ
賞
を
受
賞
。 
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「
司
法
改
革
が
目
指
す
公
開
社
会 

　
　
　
透
明
で
明
確
な
ル
ー
ル
に
基
づ
く
活
力
あ
る
社
会
へ
」  

執
筆
者
　
小
島
　
明
　
日
本
経
済
新
聞
論
説
主
幹 

（
二
〇
〇
二
年
　
四
月
） 

　
本
稿
は
小
島
明
日
本
経
済
新
聞
社
論
説
主
幹
の
寄
稿
で
あ
る
。
氏
は
、
内
閣
の
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
顧
問
も
つ
と
め

る
。
小
島
氏
は
本
稿
で
、「
弱
い
司
法
制
度
」
が
災
い
し
て
「
官
僚
支
配
」
が
は
び
こ
り
、
こ
れ
が
現
在
、
日
本
経
済
が
直
面

し
て
い
る
苦
境
の
一
因
で
あ
る
と
説
く
。「
官
僚
支
配
」
の
ツ
ー
ル
と
な
っ
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
政
府
規
制
で
あ
る
。

官
が
築
き
上
げ
た
規
制
の
体
系
が
い
か
に
精
緻
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
不
可
解
な
も
の
で
あ
る
か
（
こ
れ
を
一
つ
一
つ
英
語
に

訳
し
て
み
た
グ
レ
ン
・
フ
ク
シ
マ
氏
の
努
力
は
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
）も
、一
読
に
値
す
る
。「
官
治
」
か
ら
「
法
治
」
へ
と

脱
皮
す
る
こ
と
が
日
本
経
済
再
生
の
条
件
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
司
法
制
度
改
革
に
拍
車
を
掛
け
る
べ
き
で
あ
る
と
言
う
小

島
氏
の
主
張
は
、
経
済
界
に
と
っ
て
も
大
い
に
関
心
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
度
、
当
経
済
広
報
セ
ン
タ
ー
の

ポ
ケ
ッ
ト
・
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
と
し
て
刊
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

　
な
お
、本
稿
は『Journal of Japanese Trade &

 Industry

（
国
際
経
済
交
流
財
団
発
行
）』
二
○
○
二
年
五
・
六
月
号
に
英

文
で
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
同
財
団
の
ご
了
承
を
得
て
、
日
本
語
版
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
○
○
二
年
四
月 
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世
界
は
い
ま
、
経
済
・
社
会
の
活
性
化
、
優
良
な
資

源
、
人
材
の
誘
致
を
目
指
し
て
「
制
度
改
革
競
争
」
の

時
代
に
あ
る
。
国
、
社
会
の
競
争
力
は
内
外
の
優
良
な

人
材
、
資
源
を
引
き
寄
せ
る
魅
力
を
有
し
て
い
る
か
に

よ
り
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
制
度
や
慣
行
に
魅
力
が
な

け
れ
ば
、
人
材
も
そ
の
他
の
資
源
も
よ
り
魅
力
的
な
国

へ
流
出
し
て
し
ま
う
。
企
業
や
人
が
国
を
選
ぶ
時
代
を

迎
え
て
い
る
。 

そ
う
し
た
制
度
間
競
争
の
時
代
の
な
か
で
、
一
○
年

に
わ
た
る
経
済
・
社
会
の
「
大
停
滞
」
に
悩
ん
で
い
る

日
本
に
と
っ
て
政
治
改
革
、
行
政
改
革
、
地
方
分
権
推

進
、
規
制
改
革
な
ど
様
々
な
分
野
に
お
け
る
構
造
改
革

が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
司
法
制
度
の
改
革
も

そ
の
一
環
で
あ
る
。 

こ
の
司
法
制
度
改
革
は
、一
九
四
七
年
に
施
行
さ
れ

た
日
本
国
憲
法
に
基
づ
い
て
発
足
し
た
現
行
の
制
度
を
、

半
世
紀
を
経
て
初
め
て
の
、
ま
た
司
法
制
度
の
使
用
者

で
あ
る
国
民
の
視
点
に
た
っ
て
の
抜
本
的
な
改
革
を
め

ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
諸
制
度
は
、
基
本
的
に

は
国
家
が
人
民
を
統
治
す
る
と
い
う
視
点
が
強
い
。
い

ま
内
閣
が
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
司
法
制
度
改
革
は
、

国
民
一
人
ひ
と
り
が
統
治
客
体
意
識
か
ら
脱
却
し
て
自

ら
が
自
律
的
で
か
つ
社
会
的
責
任
を
負
っ
た
統
治
の
主

体
と
し
て
、
改
革
そ
の
も
の
に
も
参
画
し
、
結
果
と
し

て
日
本
を
豊
か
で
、
活
力
が
あ
る
社
会
に
し
よ
う
と
す

る
発
想
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。 

日
本
の
社
会
は
、
か
な
ら
ず
し
も
「
法
治
社
会
」
で

は
な
く
、
官
僚
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
「
官
治
」
社
会
だ

と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
豊
か
な
ウ
ィ
ッ
ト
を
交
え
な
が

ら
鋭
い
社
会
観
察
を
し
て
い
る
竹
内
靖
雄
成
蹊
大
学
教
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授
は
「
日
本
の
終
わ
り
」
と
い
う
恐
ろ
し
い
題
名
の
著

作（
一
九
九
七
年
、
日
本
経
済
新
聞
社
刊
）
で
、
物
事
の

本
質
を
巧
み
に
描
き
出
す
ジ
ョ
ー
ク
を
紹
介
し
な
が
ら
、

「
日
本
は
ル
ー
ル
で
は
な
く
官
僚
が
支
配
す
る
国
」
だ

と
結
論
づ
け
て
い
る
。
そ
の
ジ
ョ
ー
ク
と
は
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。 

ド
イ
ツ
で
は
、（
法
律
で
）
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と

　
　
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。 

イ
タ
リ
ア
で
は
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
時
に
許

　
　
さ
れ
る
。 

旧
ソ
連
で
は
、
許
さ
れ
た
こ
と
以
外
は
す
べ
て
禁
止

　
　
さ
れ
て
い
た
。 

現
ロ
シ
ア
で
は
、
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
時
に
禁
止

　
　
さ
れ
る
。 

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
許
さ
れ

　
　
て
い
る
こ
と
も
法
律
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。 

ア
メ
リ
カ
で
は
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
以
外
は
す

　
　
べ
て
許
さ
れ
る
。 

さ
て
、
そ
れ
で
は
日
本
で
は
ど
う
か
。 

何
が
許
さ
れ
て
お
り
、何
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
に

つ
い
て
は
、官
庁
に
お
伺
い
を
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、「
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
許
さ
れ
な
い
が
、
法
律
で
や
っ
て

い
い
と
明
記
し
て
い
な
い
こ
と
は
す
べ
て
官
庁
に
お
伺

い
を
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
の
が
日
本
の

状
況
で
あ
る
。
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い

う
こ
と
で
、
何
か
自
由
に
や
っ
て
い
る
と
官
庁
か
ら
全

く
別
の
分
野
で
思
わ
ぬ
し
っ
ぺ
返
し
を
く
ら
い
か
ね
な

い
。
企
業
も
、
個
人
も
、
そ
う
受
け
止
め
て
い
る
。
経

済
の
規
模
（
た
と
え
ばG

D
P

＝
国
内
総
生
産
で
み
た
）
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に
対
す
る
政
府
の
規
模
（
租
税
負
担
や
歳
出
規
模
）
は

欧
米
諸
国
と
く
ら
べ
、
か
な
ら
ず
し
も
「
大
き
な
政
府
」

で
は
な
い
。
だ
が
、「
お
伺
い
」
を
必
要
と
す
る
た
め
、

作
家
の
故
司
馬
遼
太
郎
氏
は
「
日
本
の
政
府
は
重
た
い

政
府
だ
」
と
述
べ
て
い
た
。�

グ
レ
ン
・
フ
ク
シ
マ
元U

STR

日
本
部
長
（
前
在
日

米
国
商
業
会
議
所
会
頭
）
は
、
日
本
の
政
府
に
よ
る
様
々

な
規
制
が
さ
な
が
ら
タ
マ
ネ
ギ
の
よ
う
な
構
造
に
な
っ

て
い
る
と
述
べ
、
規
制
の
下
に
ま
た
規
制
が
あ
り
、
少

な
く
と
も
七
つ
の
層
が
あ
る
と
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。�

規
制
タ
マ
ネ
ギ
の
七
層
と
は
①
法
律（1aw

s

）、②
政

令
（cabinet orders

）、③
省
令（m

inisterial ordinances

）、

④
通
達（notifications

）、
⑤
規
制（regulations
）、

⑥
内
規
（internal 

regulations)

、
⑦
行
政
指
導

（adm
inistrative guidance

）、
で
あ
る
。�

ま
た
、
政
府
内
部
の
資
料
に
よ
る
と
、
規
制
だ
け
で

も
以
下
の
二
○
類
型
が
あ
る
。つ
ま
り
①
許
可
（perm

it

）、

②
認
可
（authorization

）、
③
免
許
（1icense

）、
④

承
認
（approval

）、
⑤
指
定
（designation)

、
⑥
承

諾
（designation)

、
⑦
認
定
（recognition

）、
⑧
確

認
（confirm

ation

）、
⑨
証
明
（verification

）、
⑩

認
証
（validation

）、
⑪
試
験
（exam

ination

）、
⑫

検
査
（inspection

）、
⑬
検
定(certification)

、
⑭
登

録
（registration

）、
⑮
審
査
（investigation

）、
⑯

届
け
出
（notification

）、
⑰
提
出
（filing

）、
⑱
報
告

（report

）、⑲
交
付
（subm

ission

）、
⑳
申
告
（statem

ent

）

…
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
英
訳
は
フ
ク
シ
マ
氏
が
だ
い
ぶ

苦
労
し
て
行
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
彼
自
身
は
「
こ

れ
ら
の
二
○
類
型
に
関
し
て
、
関
係
省
庁
に
勤
め
る
官

僚
以
外
は
、
教
育
を
受
け
た
日
本
人
を
含
め
て
、
類
型

�

��
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間
の
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
言
外
の
意
味
の
す
べ
て
に

つ
い
て
知
っ
て
い
る
と
言
え
る
ひ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
関
係
省
庁
の
官

僚
で
も
そ
の
違
い
が
分
か
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

現
実
に
は
、
分
か
る
必
要
も
な
い
よ
う
だ
。
官
僚
に
と

っ
て
は
、
外
部
に
分
か
ら
な
い
、
不
透
明
な
行
政
裁
量

が
確
保
で
き
れ
ば
い
い
わ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。�

そ
れ
ゆ
え
に
、
誰
も
が
何
を
す
る
に
も
役
所
に
お
伺

い
を
た
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
般
の
日
本
人
か
ら
み
て
、
こ
れ
ら
の
規
制
類
型
の
違

い
は
と
て
も
理
解
で
き
な
い
し
、
ま
し
て
外
国
人
に
と

っ
て
は
理
解
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
日
本
で
事
業
展
開

し
よ
う
と
す
る
外
国
企
業
は
戸
惑
う
ば
か
り
だ
ろ
う
。�

こ
う
し
た
規
制
、
規
則
の
タ
マ
ネ
ギ
構
造
は
日
本
の

社
会
の
透
明
性
を
な
く
し
て
し
ま
う
。
一
つ
、
き
わ
め

て
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
リ
ポ
ー
ト
が
あ
る
。
ス
イ
ス
の
ロ

ー
ザ
ン
ヌ
に
あ
る
ビ
ジ
ネ
ス
・
ス
ク
ー
ル
、IM

D

が

発
行
し
て
い
る
「
世
界
競
争
力
年
報
」（The W

orld 

C
om
petitiveness Yearbook

）
の
二
○
○
一
年
版
で

あ
る
。
こ
の
報
告
書
で
政
府
の
「
透
明
性
＝transparency

」

（
政
府
が
ど
れ
だ
け
明
確
に
政
策
意
図
を
伝
え
て
い
る

か
の
度
合
い
）
に
つ
い
て
の
各
国
ラ
ン
キ
ン
グ
（
巻
末

表
１
）
が
の
っ
て
い
る
が
、
日
本
政
府
の
透
明
性
は
比

較
対
象
国
四
九
カ
国
の
中
で
な
ん
と
、
ど
ん
尻
の
四
九

位
で
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
コ
ロ

ン
ビ
ア
な
ど
も
日
本
よ
り
は
「
透
明
性
」
が
高
い
と
い

う
評
価
で
あ
る
。�

こ
の
評
価
は
世
界
中
の
経
営
ト
ッ
プ
、
学
者
、
有
識�

者
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
し
て
集
計
し
た
も
の
で
あ
り
、

分
析
、
調
査
の
方
法
論
が
お
か
し
い
と
の
指
摘
も
一
部

�
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に
は
あ
る
が
、
世
界
中
の
リ
ー
ダ
ー
層
が
そ
う
し
た
認

識
を
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
そ
れ
な
り
に
重
要
で

あ
る
。�

法
治
国
家
に
お
い
て
は
ル
ー
ル
が
誰
の
目
に
も
明
確

で
あ
り
、
そ
れ
に
違
反
し
た
と
き
の
罰
則
も
明
確
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
日
本
の
政
府
の
「
不
透
明
性
」
の

根
本
的
な
原
因
は
、
行
政
府
に
裁
量
的
な
権
限
が
あ
り

す
ぎ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
三
権
分
立
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
・

ア
ン
ド
・
バ
ラ
ン
ス
の
仕
組
み
が
健
全
な
民
主
主
義
国

家
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
が
、
日
本
の
場
合
、
国
家

の
権
力
が
行
政
府
に
集
中
し
す
ぎ
て
い
る
。
立
法
府
で

あ
る
国
会
は
法
律
を
つ
く
り
、
行
政
府
は
そ
の
法
律
に

基
づ
い
た
権
限
を
執
行
す
る
わ
け
だ
が
、
国
会
に
提
出

さ
れ
る
法
案
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
各
省
庁
（
行
政
官
庁
）

が
用
意
し
、
国
会
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
無
修
正
で
そ

れ
を
な
か
ば
自
動
的
に
立
法
化
す
る
。
法
律
を
使
う
省

庁
が
法
案
を
用
意
す
る
か
ら
、
当
然
、
自
分
た
ち
が
使

い
や
す
い
よ
う
な
法
案
を
作
る
。
特
に
、
省
庁
に
と
っ

て
便
利
な
裁
量
的
な
権
限
を
法
律
に
盛
り
込
む
。
裁
量

性
が
大
き
い
ほ
ど
、
国
民
に
と
っ
て
行
政
が
不
透
明
に

な
り
、
予
測
可
能
性
も
低
い
も
の
に
な
る
。�

現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
司
法
制
度
改
革
は
、
以
上
の

よ
う
な
不
透
明
性
を
極
力
な
く
し
、
予
測
可
能
性
も
高

く
、
国
民
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
く
、
使
い
や
す
い
司

法
制
度
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。�

改
革
の
基
本
と
な
る
も
の
は
、
二
○
○
一
年
六
月
に

内
閣
の
司
法
制
度
改
革
審
議
会
が
ま
と
め
た
「
意
見
書
」

で
あ
る
。「
意
見
書
」
は
今
後
の
司
法
制
度
改
革
の
基

本
理
念
と
方
向
を
示
し
て
い
る
。「
意
見
書
」
の
趣
旨

通
り
に
改
革
が
進
む
よ
う
に
、
二
○
○
一
年
一
二
月
に

�

�
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は
司
法
制
度
改
革
推
進
法
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
法
律
に

基
づ
い
て
内
閣
の
も
と
に
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
が

設
置
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
改
革
推
進
本
部
が
「
意

見
書
」
の
趣
旨
ど
お
り
に
改
革
を
進
め
て
い
る
か
ど
う

か
を
監
視
す
る
た
め
に
八
人
で
構
成
さ
れ
る
顧
問
会
議

が
設
け
ら
れ
た
。
筆
者
は
こ
の
顧
問
の
一
人
で
あ
る
。�

「
意
見
書
」
は
司
法
制
度
改
革
が
目
指
す
二
一
世
紀

の
日
本
社
会
の
姿
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て

い
る
。�

「
国
民
は
、
重
要
な
国
家
機
能
を
有
効
に
遂
行
す
る

に
ふ
さ
わ
し
い
簡
素
・
効
率
的
・
透
明
な
政
府
を
実
現

す
る
な
か
で
、
自
律
的
か
つ
社
会
的
責
任
を
負
っ
た
主

体
と
し
て
互
い
に
協
力
し
な
が
ら
自
由
か
つ
公
正
な
社

会
を
築
き
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
国
際
社
会
の
発
展
に

貢
献
す
る
」�

「
我
が
国
が
取
り
組
ん
で
き
た
政
治
改
革
、
行
政
改

革
、
地
方
分
権
推
進
、
規
制
緩
和
等
の
経
済
構
造
改
革

等
の
諸
改
革
は
、
過
度
の
事
前
規
制
・
調
整
型
社
会
か

ら
事
後
監
視
・
救
済
型
社
会
へ
の
転
換
を
図
り
、
地
方

分
権
を
推
進
す
る
中
で
、
肥
大
化
し
た
行
政
シ
ス
テ
ム

を
改
め
、
政
治
部
門
（
国
会
、
内
閣
）
の
統
治
能
力
の

質
（
戦
略
性
、
総
合
性
、
機
動
性
）
の
向
上
を
目
指
す

も
の
で
あ
ろ
う
。
行
政
情
報
の
公
開
と
国
民
へ
の
説
明

責
任
（
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
イ
）
の
徹
底
、
政
策
評
価

機
能
の
向
上
な
ど
を
図
り
、
透
明
な
行
政
を
実
現
し
よ

う
と
す
る
試
み
も
、
既
に
現
実
化
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
諸
改
革
は
、
国
民
の
統
治
客
体
意
識
か
ら
統
治

主
体
意
識
へ
の
転
換
を
基
底
的
前
提
と
す
る
と
と
も
に
、�

そ
う
し
た
転
換
を
促
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
統
治

者
（
お
上
）
と
し
て
の
政
府
観
か
ら
脱
し
て
、
国
民
自
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ら
が
統
治
に
重
い
責
任
を
負
い
、
政
府
も
そ
う
し
た
国

民
に
応
え
る
も
の
へ
転
換
す
る
こ
と
で
あ
る
」�

「
二
一
世
紀
に
あ
っ
て
は
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野

に
お
い
て
、
国
境
の
内
と
外
と
の
結
び
つ
き
が
強
ま
る
。

驚
異
的
な
情
報
通
信
技
術
の
革
新
等
に
伴
っ
て
加
速
度

的
に
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
し
、
主
権
国
家
の
垣
根
が

低
く
な
る
中
で
、
我
が
国
が
的
確
か
つ
機
敏
な
統
治
能

力
を
発
揮
し
つ
つ
、
国
際
社
会
に
お
い
て
名
誉
あ
る
地

位
を
占
め
る
の
に
必
要
な
行
動
の
あ
り
方
が
不
断
に
問

わ
れ
る
。
我
が
国
が
こ
の
課
題
に
応
え
て
い
け
る
か
ど

う
か
は
、
我
々
が
ど
の
よ
う
な
統
治
能
力
を
備
え
た
政

府
を
持
て
る
か
だ
け
で
な
く
、
我
々
の
住
む
社
会
が
ど

れ
だ
け
独
創
性
と
活
力
に
充
ち
、
国
際
社
会
に
向
か
っ

て
ど
の
よ
う
な
価
値
体
系
を
発
信
で
き
る
か
に
か
か
っ

て
い
る
」�

「
法
の
支
配
の
理
念
に
基
づ
き
、
す
べ
て
の
当
事
者

を
対
等
の
地
位
に
置
き
、
公
平
な
第
三
者
が
適
正
か
つ

透
明
な
手
続
き
に
よ
り
公
正
な
法
的
ル
ー
ル
・
原
理
に

基
づ
い
て
判
断
を
示
す
司
法
部
門
が
、
政
治
部
門
と
並

ん
で
、
公
共
性
の
空
間
を
支
え
る
柱
と
な
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
司
法
制
度
改
革
の
柱
は
①
国
民
の
期
待
に

応
え
る
司
法
制
度
と
す
る
た
め
、
司
法
制
度
を
よ
り
利

用
し
や
す
く
、
分
か
り
や
す
く
、
頼
り
が
い
の
あ
る
も

の
と
す
る
、
②
法
曹
の
在
り
方
を
改
革
し
、
質
量
と
も

に
豊
か
な
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
法
曹
を
確
保

す
る
、
③
国
民
が
訴
訟
手
続
き
に
参
加
す
る
制
度
の
導

入
等
に
よ
り
、
司
法
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
高
め
る

　
　
の
三
本
で
あ
る
」�

「
意
見
書
」
の
具
体
的
な
提
案
の
中
に
は
、
法
曹
人

口
の
大
幅
増
加
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
、
法
科
大
学
院

�
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の
二
○
○
四
年
四
月
か
ら
の
設
置
、
審
理
期
間
の
半
減
、

裁
判
所
外
の
紛
争
解
決
手
段
（AD

R

）
の
拡
充
・
活
性

化
、
刑
事
司
法
や
法
曹
の
国
際
化
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
。�

司
法
関
係
の
社
会
的
ニ
ー
ズ
は
経
済
・
社
会
の
複
雑

化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
等
を
背
景
に
増
大
し
て
い
る
。
そ

れ
を
考
慮
す
る
と
、
日
本
の
法
曹
人
口
は
不
足
し
て
い

る
。
法
曹
人
口
の
総
数
は
ア
メ
リ
カ
が
九
四
万
一
○
○

○
人
（
法
曹
一
人
あ
た
り
の
国
民
の
数
は
約
二
九
○
人
）、

イ
ギ
リ
ス
約
八
万
三
○
○
○
人
（
同
七
一
○
人
）、
ド

イ
ツ
約
一
一
万
一
○
○
○
人
（
同
七
四
○
人
）、
フ
ラ

ン
ス
約
三
万
六
○
○
○
人
（
同
一
、
六
四
○
人
）
に
対

し
て
、
日
本
は
著
し
く
少
な
く
一
九
九
九
年
で
二
万
七

三
○
人
（
同
六
、
三
○
○
人
）
と
な
っ
て
い
る
。�

国
家
試
験
で
あ
る
司
法
試
験
の
合
格
者
は
長
い
間
、

年
間
五
○
○
人
前
後
で
推
移
し
、
一
九
九
一
年
か
ら
よ

う
や
く
増
加
に
転
じ
、
一
九
九
九
年
に
は
一
○
○
○
人

に
達
し
た
。
そ
れ
で
も
法
曹
人
口
は
上
記
の
よ
う
に
他

国
と
比
べ
て
極
端
に
少
な
い
。
そ
こ
で
「
意
見
書
」
は
、

現
行
の
司
法
試
験
で
の
合
格
者
数
を
二
○
○
四
年
に
は

一
五
○
○
人
と
し
、
さ
ら
に
法
科
大
学
院
を
含
む
新
た

な
法
曹
養
成
制
度
に
よ
り
二
○
一
八
年
ご
ろ
ま
で
の
実

動
法
曹
人
口
を
五
万
人
規
模
に
す
る
と
の
目
標
を
掲
げ

て
い
る
。�

法
曹
の
質
向
上
も
同
時
に
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

知
的
財
産
権
関
係
の
訴
訟
事
件
の
処
理
の
充
実
、
迅
速

化
に
関
し
て
は
、
各
国
と
も
「
知
的
財
産
権
を
め
ぐ
る

国
際
的
戦
略
の
一
部
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
こ
れ
を
推�

進
す
る
た
め
の
方
策
を
講
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
審

理
の
迅
速
化
も
戦
略
的
に
重
視
さ
れ
て
い
る
。「
意
見
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書
」
は
、
現
在
平
均
二
三
カ
月
強
も
か
か
っ
て
い
る
知

的
財
産
権
関
係
訴
訟
の
審
理
期
間
を
半
分
に
短
縮
す
る

こ
と
を
目
標
に
掲
げ
て
い
る
。�

法
科
大
学
院
の
制
度
は
、
司
法
試
験
と
い
う
一
度
だ

け
の
「
点
」
の
み
に
よ
る
選
別
で
な
く
法
曹
養
成
に
特

化
し
た
教
育
を
行
う
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ク
ー

ル
を
設
置
し
て
「
プ
ロ
セ
ス
」
と
し
て
の
法
曹
養
成
制

度
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。�

こ
の
「
意
見
書
」
提
案
に
呼
応
し
て
既
に
、
法
科
大

学
院
設
置
に
向
け
て
積
極
的
に
動
き
出
し
た
大
学
も
少

な
く
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
発
表
さ
れ
た
法
科
大
学

院
構
想
を
み
る
と
、
教
育
の
中
身
が
従
来
の
法
学
教
育

の
延
長
に
す
ぎ
な
い
感
じ
が
す
る
。
ア
メ
リ
カ
の
い
わ

ゆ
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
と
比
べ
る
と
、
特

に
こ
の
点
が
問
題
の
よ
う
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、

ビ
ジ
ネ
ス
ロ
ー
（
企
業
法
務
）
を
中
心
と
す
る
教
育
が

行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
の
法
務
サ
ー

ビ
ス
産
業
の
国
際
競
争
力
が
き
わ
め
て
高
い
。�

日
本
の
従
来
の
法
学
部
教
育
は
公
法
、
民
事
法
、
刑

事
法
等
の
伝
統
的
な
分
け
方
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
現

実
の
経
済
活
動
に
お
い
て
は
企
業
法
務
が
き
わ
め
て
重

要
で
あ
る
。
企
業
が
い
く
ら
良
質
の
製
品
、
サ
ー
ビ
ス

を
生
産
、
提
供
し
て
も
、
法
的
な
理
論
武
装
・
体
制
が

不
十
分
だ
と
、
ま
す
ま
す
激
化
す
る
国
際
的
な
ビ
ジ
ネ

ス
競
争
の
中
で
不
利
に
な
る
ば
か
り
で
あ
る
。�

必
要
な
企
業
法
務
に
は
、
金
融
法
、
証
券
取
引
法
を

含
む
広
義
の
商
法
、
特
許
法
、
著
作
権
法
、
コ
ン
ピ
ュ

ー
タ
ー
法
な
ど
知
的
財
産
法
、
Ｍ
＆
Ａ
課
税
、
金
融
取

引
課
税
、
移
転
価
格
問
題
な
ど
を
含
む
国
際
課
税
な
ど

租
税
法
、
独
占
禁
止
法
、
通
商
法
な
ど
経
済
法
、
さ
ら

�
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た
と
え
ば
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
カ
リ
キ

ュ
ラ
ム
を
み
る
と
、
二
年
生
で
会
計
学(accounting

）

や
税
制
（taxation

）、
三
年
生
で
独
禁
法(A
ntitrust 

Law
)

、
比
較
法
制
度(C

om
parative Law

 :The Role 

of Law
 in C

hina

）
と
か
、
国
際
金
融
、
日
本
の
コ
ー

ポ
レ
ー
ト
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
、
法
律
と
経
済
学
、
租
税

の
経
済
学
、
東
南
ア
ジ
ア
の
法
と
社
会
、
付
加
価
値
税
、

破
産
法
、
知
的
財
産
権
、
企
業
課
税
制
度
―
な
ど
、

幅
広
く
現
実
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
直
結
し
た
科
目
を
用
意
し

て
い
る
の
が
分
か
る
。�

「
意
見
書
」
が
提
案
し
て
い
る
裁
判
員
制
度
は
、
刑

事
訴
訟
手
続
き
に
お
い
て
、
広
く
一
般
の
市
民
が
裁
判

官
と
と
も
に
責
任
を
分
担
し
て
協
議
し
、
裁
判
内
容
の

決
定
に
主
体
的
に
関
与
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
ね

ら
っ
た
も
の
。
日
本
で
も
一
九
二
八
年
か
ら
一
九
四
三

年
ま
で
の
間
、
刑
事
訴
訟
事
件
の
一
部
に
つ
い
て
陪
審

制
度
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
現
在
で
は
、
一
般

市
民
の
司
法
参
加
は
き
わ
め
て
限
定
的
で
あ
り
、
そ
れ

が
司
法
制
度
を
国
民
か
ら
遠
い
も
の
と
し
て
い
る
と
同

時
に
、
裁
判
の
過
程
で
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
が
反

映
さ
れ
に
く
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
裁
判
員
は
た
と

え
ば
選
挙
人
名
簿
か
ら
無
作
為
抽
出
し
た
も
の
を
母
体

と
し
て
選
任
さ
れ
る
。
対
象
事
件
は
法
定
刑
の
重
い
重

大
犯
罪
に
し
ぼ
る
。
裁
判
官
と
裁
判
員
は
評
議
に
お
い

て
対
等
の
権
限
を
持
ち
、
審
理
過
程
で
証
人
等
に
対
す

る
質
問
権
な
ど
を
有
す
る
。
た
だ
、
機
械
的
な
多
数
決

制
は
と
ら
な
い
。「
裁
判
員
が
関
与
す
る
意
義
は
、
裁

判
官
と
裁
判
員
が
責
任
を
分
担
し
つ
つ
、
法
律
専
門
家

で
あ
る
裁
判
官
と
非
法
律
家
で
あ
る
裁
判
員
と
が
相
互

に
国
際
取
引
法
な
ど
が
不
可
欠
で
あ
る
。�
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の
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
知
識
・

経
験
を
共
有
し
、
そ
の
成
果
を
裁
判
内
容
に
反
映
さ
せ

る
」
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
健
全
な
社
会
常
識
を
裁

判
に
反
映
す
る
こ
と
に
最
大
の
ね
ら
い
が
あ
る
。�

ま
た
、
現
在
の
法
令
の
な
か
に
は
民
法
の
一
部
や
商

法
な
ど
、
き
わ
め
て
読
み
づ
ら
い
文
章
で
、
用
語
も
現

代
社
会
に
適
応
し
な
い
特
殊
な
も
の
が
多
用
さ
れ
、
き

わ
め
て
難
解
な
も
の
が
あ
る
。
こ
の
難
解
さ
も
国
民
か

ら
司
法
を
遠
ざ
け
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。�

司
法
は
い
わ
ば
、
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
ゲ
ー
ム
の
ル

ー
ル
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ル
ー
ル
は
プ
レ
イ
ヤ
ー

に
も
観
客
に
も
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
審
判
の

裁
量
性
は
い
ら
な
い
し
、
そ
れ
が
あ
っ
て
は
い
い
ゲ
ー

ム
は
生
ま
れ
な
い
。�

冒
頭
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
政
府
の
不
透
明
性
は
日

本
社
会
全
体
を
不
透
明
な
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

民
間
セ
ク
タ
ー
が
活
力
を
持
ち
、
富
と
文
化
の
創
造
を

す
る
た
め
に
は
、
規
制
も
少
な
く
、
か
つ
そ
の
規
制
も

事
前
的
な
規
制
で
な
く
事
後
監
視
型
の
も
の
が
望
ま
し

い
。
現
状
で
は
、
法
律
が
国
民
一
般
に
と
っ
て
わ
か
り

に
く
い
だ
け
で
な
く
、
省
庁
に
あ
ま
り
に
大
き
な
裁
量

権
を
付
与
す
る
格
好
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
国
家
の
権

力
が
省
庁
に
集
中
し
す
ぎ
、
か
つ
そ
の
大
き
な
裁
量
性

の
ゆ
え
に
政
府
と
そ
の
政
策
を
不
透
明
で
あ
り
、
予
見

し
に
く
い
も
の
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。�

こ
れ
で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
「
制
度
間
競
争
」
に
お
い

て
日
本
の
シ
ス
テ
ム
が
劣
後
し
、
結
果
と
し
て
日
本
の

社
会
が
持
つ
潜
在
的
な
能
力
を
圧
迫
し
て
し
ま
う
。
司

法
改
革
は
「
意
見
書
」
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
単
な
る

制
度
の
技
術
的
な
改
革
で
は
な
く
、
経
済
・
社
会
の
閉

小島　明／「司法改革が目指す公開社会－透明で明確なルールに基づく活力ある社会へ」� 小島　明／「司法改革が目指す公開社会－透明で明確なルールに基づく活力ある社会へ」�

塞
状
態
を
う
ち
破
り
、
透
明
で
世
界
に
開
か
れ
、
活
力

あ
る
経
済
・
社
会
を
う
ち
立
て
る
こ
と
を
ね
ら
っ
た
も

の
で
あ
る
。�

�
�　

　
　
　
　
　
　
　�
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�

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

8.03
7.25
7.05
6.95
6.92
6.79
6.69
6.69
6.66
6.55
6.24
6.11
6.00
5.92
5.87
5.69
5.58
5.55
5.40
5.38
5.33
5.26
4.96
4.91
4.89
4.82
4.75
4.73
4.68
4.67
4.61
4.55
4.46
4.40
4.36
4.11
4.05
4.00
3.90
3.74
3.71
3.66
3.60
3.57
3.37
3.23
3.08
2.73
2.52 

SINGAPORE
FINLAND

LUXEMBOURG
USA

NETHERLANDS
AUSTRALIA

IRELAND
ICELAND
CANADA

SWITZERLAND
AUSTRIA

CHINA
SPAIN

NEW ZEALAND
MEXICO

GERMANY
DENMARK
BELGIUM
ESTONIA

SLOVAK REPUBLIC
MALAYSIA

UNITED KINGDOM
BRAZIL

FRANCE
RUSSIA
ISRAEL

SOUTH AFRICA
NORWAY
GREECE

HUNGARY
SWEDEN

THAILAND
INDIA
CHILE

COLOMBIA
KOREA

HONG KONG
ITALY

PHILIPPINES
PORTUGAL

TURKEY
CZECH REPUBLIC

SLOVENIA
TAIWAN

ARGENTINA
POLAND

VENEZUELA
INDONESIA

JAPAN

Ranking

表1 政府の政策の透明性�
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け
の
日
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る
」 

　（
財
）経
済
広
報
セ
ン
タ
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副
会
長
　
櫻
井
孝
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第
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生
命
保
険（
相
）会
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Ｏ．
２ 

　「
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会
貢
献
活
動
」 
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連
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会
長
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泰
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会
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Ｏ．
４ 

　「
Ｊ
Ｃ
Ｏ
事
故
と
今
後
の
原
子
力
開
発
利
用
」 

　
東
京
大
学
教
授
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駿
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Ｏ．
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「
ト
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略
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広
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」 

東
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役
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通
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経
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業
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今
後
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動
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チ
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ハ
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ス
・
シ
ン
ポ
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ム
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（
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済
広
報
セ
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会
長
　
櫻
井
孝
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東
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大
学
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部
教
授
　
伊
藤
元
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「
旧
日
本
型
モ
デ
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新
日
本
型
モ
デ
ル
へ
」 

国
際
ビ
ジ
ネ
ス
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
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・
フ
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ー
ル
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「
日
本
経
済
の
イ
メ
ー
ジ
と
実
態
」 

　
日
本
経
済
新
聞
論
説
主
幹
　
小
島
明 

Ｎ
Ｏ．
12  

「
ト
ヨ
タ
の
環
境
へ
の
取
り
組
み
と
広
報
」 

ト
ヨ
タ
自
動
車（
株
）常
務
取
締
役
　
神
尾 

Ｎ
Ｏ．
13  

「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
い
か
に
向
き
合
う
か
」 

（
日
本
・
Ｅ
Ｕ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
会
議
よ
り
） 

　
欧
州
議
会
議
員
　
エ
リ
ー
・
プ
ロ
イ
・
ヴ
ァ
ン
ゴ
ッ
ソ
ル

　
サ
ン
・
マ
イ
ク
ロ
シ
ス
テ
ム
ズ
（
株
）
会
長
　本
田
敬
吉

ほ
か

Ｎ
Ｏ．
14 

「
ｅ
ビ
ジ
ネ
ス
の
将
来
と
企
業
経
営
の
変
化
」 

（
米
国
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
教
育
者
招
聘
プ
ロ
グ
ラ
ム
よ
り
） 

Ｎ
Ｏ．
15 

「
Ｉ
Ｔ
革
命
と
日
本
経
済
の
再
生
」 

（
株
）日
本
総
合
研
究
所
理
事
長
　
柿
本
寿
明 

Ｎ
Ｏ．
16 

「
ソ
ニ
ー
の
環
境
経
営
と
情
報
開
示
」 

ソ
ニ
ー（
株
）執
行
役
員
上
席
常
務
　
佐
野
角
夫 

    

◆
二
〇
〇
一
年
発
行 

Ｎ
Ｏ．
17 

「
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
ニ
ュ
ー
エ
コ
ノ
ミ
ー
」 

フ
ラ
ン
ス
国
際
関
係
研
究
所
　
副
所
長 

ピ
エ
ー
ル
・
ジ
ャ
ッ
ケ 

Ｎ
Ｏ．
18 

「
米
国
ロ
ー
カ
ル
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
日
本
体
験
」 

　（
米
国
ロ
ー
カ
ル
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
交
流
事
業
よ
り
） 

Ｎ
Ｏ．
19 

「
資
生
堂
の
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
と
広
報
」 

（
株
）資
生
堂
　
役
員
待
遇
広
報
室
長
　
鈴
木
奎
三
郎 

Ｎ
Ｏ．
20 

「
米
国
新
政
権
下
の
日
米
経
済
」 

（
シ
ン
ク
タ
ン
カ
ー
ズ
・
リ
ユ
ニ
オ
ン
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
よ
り
） 

二
一
世
紀
政
策
研
究
所
理
事
長
　
田
中
直
毅
　
ほ
か 

Ｎ
Ｏ．
21 

「
見
え
る
政
府
・
見
え
る
社
会
」 

日
本
経
済
新
聞
論
説
主
幹
　
小
島
明 

Ｎ
Ｏ．
22 

「
企
業
経
営
・
組
織
の
変
化
お
よ
び 

　今
後
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ビ
ジ
ネ
ス
」 

　（
米
国
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
教
育
者
招
聘
プ
ロ
グ
ラ
ム
よ
り
） 
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（
財
）
経
済
広
報
セ
ン
タ
ー�

ポ
ケ
ッ
ト
・
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
・
シ
リ
ー
ズ
の
発
刊
に
際
し
て�

�

経
済
広
報
セ
ン
タ
ー
は
、
土
光
敏
夫
氏
（
第
四
代
経
済
団
体
連
合
会
会
長
）
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
一
九
七
八
年
に
設
立
さ
れ

た
財
団
法
人
で
す
。
当
時
国
内
で
は
、
企
業
の
存
在
意
義
、
あ
り
方
が
厳
し
く
問
わ
れ
、
ま
た
海
外
で
は
、
台
頭
し
て
き

た
ア
ジ
ア
の
経
済
パ
ワ
ー
、
す
な
わ
ち
日
本
の
動
向
に
注
目
が
集
ま
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
日
本
企
業
の
考
え

方
、
行
動
、
社
会
に
お
け
る
存
在
意
義
な
ど
を
広
く
内
外
に
お
伝
え
し
、
相
互
理
解
の
チ
ャ
ネ
ル
と
な
る
と
い
う
志

の
下
に
、
政
府
か
ら
独
立
し
た
民
間
非
営
利
組
織
と
し
て
当
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。�

現
在
当
セ
ン
タ
ー
は
、
経
済
界
の
政
策
提
言
や
意
見
を
社
会
に
お
伝
え
す
る
こ
と
に
力
を
入
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
活
動
を
支
え
る
基
礎
と
し
て
、
国
内
で
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、
消
費
者
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
教
育
者
、
有
識
者
と
の

対
話
の
機
会
を
数
多
く
設
け
、
ま
た
、
海
外
か
ら
は
、
多
く
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
研
究
者
、
経
済
人
、
教
育
者

を
日
本
に
招
き
、
あ
る
い
は
海
外
諸
都
市
に
お
い
て
日
本
の
経
済
人
、
研
究
者
に
よ
る
講
演
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開

催
す
る
な
ど
し
て
、
日
本
に
関
す
る
理
解
の
深
化
に
努
め
て
お
り
ま
す
。�

幸
い
、
こ
れ
ら
対
話
・
講
演
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
知
識
、
情
報
、
知
見
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
深
い
内
容
と
な
っ
て
お

り
、
会
員
各
位
か
ら
、
当
セ
ン
タ
ー
関
係
者
の
み
が
知
る
に
と
ど
め
ず
、
広
く
公
共
の
財
産
と
し
て
共
有
す
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
る

と
の
ご
指
摘
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。�

そ
こ
で
こ
れ
か
ら
は
、
内
外
に
お
け
る
対
話
や
講
演
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
記
録
を
ま
と
め
、「
経
済
広
報
セ
ン
タ
ー
・
ポ
ケ
ッ
ト
・

エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
・
シ
リ
ー
ズ
」
と
し
て
、
逐
次
刊
行
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。  

会
員
の
皆
様
の
み
な
ら
ず
、
各
界
の
方
々
に
広

く
ご
愛
読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。�

こ
の
ポ
ケ
ッ
ト
・
エ
デ
ィ
シ
ョ
ン
・
シ
リ
ー
ズ
を
よ
り
良
い
も
の
と
し
て
い
く
た
め
に
、
各
位
の
ご
教
示
を
賜
わ
れ
ば
、
幸

甚
に
存
じ
ま
す
。�

�  

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
九
年
一
二
月
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
財
団
法
人  

経
済
広
報
セ
ン
タ
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経団連�
会館�

�
日経�
新聞�

読売新聞�

逓信�
博物館�

丸の内線�
大手町駅�

東西線�
大手町駅�

千代田線�
大手町駅�

都営三田線�
大手町駅�

丸の内線�
東京駅�

JR�
東京駅�

NTT

（財）経済広報センター�

KDDI

大手町ビル�★�

半蔵門線�
大手町駅�

★�UFJ銀行�

�

�日本経済新聞論説主幹�
�小島　明　�
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